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1. はじめに：NPMにおける 

多元的な公共サービス供給システム 

1.1 「高い成果の効率的な実現」を目指すNPM 

1980 年代以降，先進諸国の行政改革や公共経営

の理論的支柱となったのは，New Public 

Management（以下，NPMとする）である．これは，

公共経営に成果の追求を目指した起業家的行動を

引き出す制度設計1を行いながら，民間企業で活用

されている経営理念や改革手法を可能な限り適用

することで，公共経営の効率性や生産性，有効性

を高めようとする試み全体を総称するものである．  

このNPMは，政府部門の効率性や生産性の悪さ，

果てしない肥大化の傾向，官僚制の弊害といった

「政府の失敗」を前提に2，公共経営の効率性や生

産性の改善を目指した改革の結果として現れたも

のである．そこでは，活動の結果として何が実現

できたのかという「成果（Performance）」を重視

し，活動内容や手続きの自由度を高める（＝資源

利用に関する権限委譲を行う）代わりに，「高い

成果の効率的な実現」を求めるというアプローチ

をとる． 

 

1.2 NPMのトレンド 

これまでのNPMにおいて，主要なトレンド3とし

て注目されてきたのは，「契約モデル4」や「顧客

選択モデル5」といった，「ガバメント（政府部門）

の改革」に焦点を合わせたものであった． 

                                                  
1 執行部門の分離・独立，資源利用の権限委譲と業績ベー

スの契約，顧客起点の価値定義，競争入札制度，民営化や

民間委託，住民・NPO等との協働制度など 
2 各国の改革実践から生まれてきたNPMは，政府部門の構

造的課題に関する研究蓄積である公共選択論をその理論的

背景の一つに持つ（玉村(1998)）． 
3 Naschold（1996）は，OECD（1993）による先進11カ国の
政府部門の現代化に関するアンケート調査を参考に，NPM

のトレンドを 契約モデル，顧客選択モデル，市民主導型モ

デルの３つのモデルで類型化している（大住(2002)） 
4 政府部門の運営基準を「法令・規則等の事前規定による

統制」から「業績・成果による統制」へと切り替えるとい

った，内部マネジメント改革からアプローチするもの． 
5 商業的事業の民営化や国有企業化，公共サービスへの競

争入札の導入といった「市場メカニズムの活用」によって，

民間企業などとの競争条件を高めることからアプローチを

するもの． 
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だが，1990年代後半以降，イギリスのブレア政

権や，日本の先進的な地方自治体において，住民

やNPO等の参画・協働や，責任分担と権限委譲を

促すシステム作りが行われているように，民間部

門の主体を活用した「市民主導型モデル6」の構築

も進んでいる． 

 

1.3 NPMにおける公共サービス供給主体の多元化 

NPM では，市場メカニズムや協働メカニズムの

導入を通じて，民間部門（営利・非営利ともに）

の主体を積極的に活用する．「高い成果の効率的

な実現」を重視するため，目指す成果が効率的に

実現できるのであれば，必ずしも政府部門が直接

的な供給者である必要はないというスタンスに立

つのである．  

すなわち，NPM では，政府部門のみを公共サー

ビス供給の起点とする「一元的な公共サービス供

給システム」を前提とはしない．民間委託，住民

やNPOとのパートナーシップ，地域社会への権限

移譲などの方策を適用し，多様な公共の担い手に

よって自律・分散的に公共サービスが供給され，

総体として「高い成果の効率的な実現」ができる

という「多元的（Polycentric）な公共サービス供

給システム」を構築していくことになるのである． 

 

1.4 「多元的な公共サービス供給システム」を 

構築する手法の開発 

こういった「多元的な公共サービス供給システ

ム」の構築は，「ガバメント（政府部門）の改革」

にとどまらず，政策や公共サービスを提供する「公

共ガバナンス7の改革」を迫るものである．この新

しい公共ガバナンスを，どういった「手法」によ

って実現するのかは，現在，世界各地で先駆的な

試みが行われているという状況である． 

                                                  
6 住民参加やパートナーシップなどの手法を組み合わせて

活用し，住民やNPO等との参加・協働型のシステムを構築

することからアプローチするもの． 
7「ガバナンス」とは，「統治」「支配」「管理」を意味する

言葉である．ヒトは社会的動物であり，集団や社会システ

ムを構築し分業を行なうが，そのためには何らかの「ガバ

ナンス」のシステムを創り出し，維持する制度や機構が必

要になる．  

 

本論文では，まず，その先駆的な試みの一つで

ある，青森県「政策マーケティング」の実践を取

り上げ，「多元的な公共サービス供給システム」

を構築するために，どういった手法が採用されて

いるのかを解説する． 

その解説を踏まえて，青森県「政策マーケティ

ング」は，『NPM における「多元的な公共サービ

ス供給システム」を構築する手法』として機能し

ているのか（＝「政策マーケティング」のシステ

ムを構築することで，(1)「多元的な公共サービス

供給システム」は実現しているのか，(2)NPMが目

指す「高い成果の効率的な実現」は実現している

のか）という，手法としての有効性を検証する． 

 

2. 青森県「政策マーケティング」の実践 

 

青森県では，住民の視点から必要となる政策や

公共サービスを，多元的な政策供給主体によって

提供することを目指して，「政策マーケティング」

と名付けた公共サービスの供給システムの構築を，

1999年から進めている8． 

「政策マーケティング」とは，一般的な用語で

はなく，青森県において「県民がより満足した人

生を送れる青森県」を実現していくために構築さ

れたシステムに名付けた名称であり，「政策の市

場（Market）づくり」を意味するものとして定義

されている（政策マーケティング委員会（2003））． 

こういった「政策マーケティング」は，企業経

営を通じて培われたマーケティングの理念や発想，

手法を，政策形成や公共サービスの供給という社

会的領域へ応用するという意味合いもあり，ソー

シャル・マーケティングの系譜に属するものであ

るともいえる． 

 

 

                                                  
8 この「政策マーケティング」の推進は，政策マーケティ

ング委員会（独立の意思決定権を持つ，県が設置した第三

者委員会）が担っており，「政策市場づくり」のためのシ

ステム設計や，実践活動に取り組んでいる．筆者は，政策

マーケティング委員会の協力研究者・委員として，そのコ

ンセプト設計やシステム構築に携わっている． 
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2.1 マーケティング概念の変遷と 

社会的領域への適用 

青森県「政策マーケティング」の発想や構築内

容の解説をする前に，より理解を深めるために，

背景にある「マーケティング」の概念の変遷と，

その社会的領域への適用について解説する． 

 

「マーケティング」という用語は，もともと企

業経営の世界で使われてきた言葉であるが，企業

は，常にその時代環境に合わせた市場（Market）

活動を行っており，それに対応する「マーケティ

ング（Marketing）」のコンセプトや領域，定義な

ども時代とともに変化している． 

マーケティングコンセプトの変遷を辿って見る

と，生産志向9，販売志向10，マーケティング志向11，

社会志向（ソサイエタル・マーケティング志向）12

と変化してきている（Kotler(2000)）． 

現在のマーケティングコンセプトは，マーケテ

ィング志向や社会志向の視点から，単に商品（ア

イデア・サービス等も含む）をつくる（生産）・売

る（販売）だけではなく，顧客の視点に立ち，潜

在的なニーズを探りだし，市場に並べる商品を創

造することや，原語（Market + ing＝市場づくり）

が指し示すような広義の視点に立ち，社会的価値

を生み出す「市場（＝多様な価値が交換され，関

係者に満足が提供される場）」そのものを創ること

                                                  
9 販売を二次的なものとして扱う不足経済時代におけるマ

ーケティングの考え方であり，生産すれば売れる時代にお

ける考え方である．企業活動の中心は生産活動であり，い

かに効率的な生産体制を実現するかが関心の中心である． 
10 大量生産時代を前提とした充足経済におけるマーケティ

ングの考え方で，いかに販売するのかという経営課題の克

服を重視する考え方である．自社製品を扱う流通部門，消

費者の意識やニーズを把握するための市場調査部門の設立，

販売組織の強化，広告・宣伝といった販売面が強化された． 
11 企業の一連の活動の中で，市場における顧客との接点を

最も重視するマーケティングの考え方であり，顧客ニーズ

を明らかにすることによって，競争業者よりも効果的に顧

客満足を提供し，組織目標を達成しようというものである．

生産者の視点から顧客の視点へと，経営の考え方を転換す

るものといえる． 
12 企業の役割は，標的市場のニーズ・欲求・関心を正しく

判断し，顧客と社会の幸福を維持・向上させるやり方で，

要望に添う満足を効果的かつ効率的に提供することにある

というマーケティングの考え方である． 

もマーケティングの範疇となっている． 

なお，現在，一般的な定義として用いられてい

るのは，1985年に全米マーケティング学会（AMA）

の理事会が定めた「マーケティングとは，個人や

組織の目標を満足させる交換を創造するために，

アイデア・商品・サービスのコンセプトづくり，

価格設定，プロモーション，および流通を計画し

実施する過程である」という定義である． 

この定義は60年代に作られた定義13を改訂して

設定されたものであるが，時代趨勢や企業活動の

変化にあわせて，営利活動のみでなく非営利組織

の活動もその対象に含めたこと，財（商品）に加

えて，アイデアやサービスも同列に対象として扱

っていること，マーケティングを交換創造活動と

して総括的にとらえていること，マーケティング

に多様な目標を認め，その満足実現をめざすもの

と規定したこと，などが特徴としてあげられる（嶋

口(2000)）． 

 

企業経営において，その理論や発想，手法を発

展させてきたマーケティングであるが，現在，社

会的領域や公共・非営利組織の活動領域において

も，その理論や発想，手法が活用されるようにな

っている． 

社会的領域へマーケティング理論を適用するも

のとしては，「ソーシャル・マーケティング（social 

marketing）14」の考え方がある．今日，ソーシャ

ル・マーケティングと呼ばれるものには，2 つの

大きな流れがある（嶋口(2000))． 

第1の流れは，社会的に意味のある組織やアイ

                                                  
13 60年代に定められた定義は「財とサービスの流れを生産

者から最終ユーザーに方向づける全ビジネス活動」といっ

た総論的なものであった． 
14 ソーシャル・マーケティングという用語は，1971 年に，

社会的な主義主張，アイデア，行動を促進するマーケティ

ング原則やテクニックの使用を説明するために用いられた

のが最初とされている．コトラーの定義では「ソーシャル・

マーケティングとは，標的集団における社会的アイデア，

あるいは主義主張の受容可能性を増加させることを求める

プログラムの設計，実行，統制である．それは，標的集団

の反応を最大化する前に市場細分化，消費者調査，コンセ

プト開発，コミュニケーション，促進，動機，交換理論を

利用する」とされている（Kotler(1982)）． 
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「地域全体の政策」（住民に必要とされる政策全体）

社会的企業体による政策
ＮＰＯによる政策

住民団体・町内会による政策

民間企業による政策

企業市民による政策

ＰＴＡによる政策

などなど

行政による政策
（行政によって直接提供される政策）

デアを，より効果的に運用・遂行するために，企

業経営を通じて培われたマーケティングの思想や

ノウハウ，技術を導入するという，マーケティン

グ・テクノロジーの社会応用化である． 

第2の流れは，企業の市場問題への対処活動に，

単なる企業利潤だけでない，社会価値追求の考え

方を導入していこうとするマーケティング形態で

ある．この流れは，対市場活動における社会責任

と社会倫理のあり方，コンシューマリズム15への

対処，新しい社会価値や生活の質追求のあり方な

ど，マーケティングの根底からそのあり方を洗い

直す，かなり幅広い領域をカバーするものである． 

 

2.2 政策マーケティングの発想 

「政策マーケティング」とは，青森県において

「県民がより満足した人生を送れる青森県」を実

現していくために構築されたシステムに名付けた

名称である． 

その発想は，現在のマーケティングコンセプト
16と同様に，住民が抱く「政策ニーズ（より満足

した人生を送れるための条件・項目）」を調査した

上で，そのニーズを満たすための商品（政策や公

共サービス）が創造・提供されていく「政策市場

（いちば）をつくる」というものである17． 

こういった「政策市場をつくることで政策ニー

ズを満たす」という発想にたつのは，青森県全体

を見渡した場合，行政以外にも，多様な政策の担

い手（例えば，NPO や市民団体，町内会，学校，

企業，労組，農・漁協など）が存在している，と

いう前提に立つからである． 

住民の政策ニーズからみた場合，行政によって

直接提供されている政策や公共サービスというの

はその一部にすぎず，行政以外の担い手によって

                                                  
15 欠陥商品・不当表示・不当値上げなどに対抗して，消費

者が自らの利益擁護のために行う消費者主義の運動・活動． 
16 2.1で解説した，マーケティング志向や社会志向の視点

のこと．  
17 そのための仕掛けとして，政策ニーズが満たされている

かどうかを，毎年，モニタリングする政策評価システムの

構築や，市場参入や連携を促すワークショップの開催，ニ

ーズなどの情報を共有する政策マーケティングブックの発

行などを行っている．詳細は2.3参照． 

提供されているものも多い（図1）． 

例えば，まちをきれいにしよう，お年寄りを元

気づけようと，町内会が行っている政策や公共サ

ービス，地域の教育問題を自分たちで改善してい

こうと，PTA や NPO などが行っている政策や公共

サービス，地域での豊かな食生活，安全な食生活

を提供しようと，スーパーやコンビニなどが行っ

ている政策やサービスなどは，行政によって提供

されてはいないが，住民の生活満足を向上させる

には重要な要素となるものである． 

すなわち，住民が抱く政策ニーズを満たすには，

そのニーズを明らかにした上で，多様な政策の担

い手による政策や公共サービスの供給（＝市場へ

の参入）を実現すること，さらに，地域全体とし

て「高い成果の効率的な実現」を果たす，効果的

な役割分担と活動連携を実現するシステムづくり

（＝市場づくり）をすることが必要となってくる． 

そのために，企業経営を通じて培われたマーケ

ティングの考え方や手法，ノウハウを，政策や公

共サービスの供給に関連する一連のプロセスに取

り入れることで，「多元的な公共サービス供給シス

テム」の構築を目指すのが，青森県の政策マーケ

ティングである． 

 

2.3 政策マーケティングシステムの構築 

「多元的な公共サービス供給システム」を構築

する方法として，青森県「政策マーケティング」

では，5 つのステップでシステム構築を進めてい

る（図2）． 

図1 「地域全体の政策」と「行政による政策」 
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 (1) 政策ニーズの分析と可視化： 

マーケティングリサーチ手法の応用 

青森県の政策マーケティングでは，企業経営で

利用されているマーケティングリサーチ手法を応

用し，1999～2000年度に，政策ニーズの分析と可

視化18と，その政策ニーズが実現したのかを確認

するための評価システムの設計を行った． 

 

政策ニーズの分析と可視化の具体的なステップ

は以下の通りである（上山・玉村(2001)）． 

 

① 県民意識調査の実施 

まず，県民の日常生活に対する満足感や考え

方を把握するため，18 歳以上の県民5000 人を

対象とした「県民意識調査」を行った（回収率

50.9％）．この調査は，「県民の日常生活にお

                                                  
18 「マーケティング志向」や「社会志向」のマーケティン

グといった，現在，主流となっているマーケティングコン

セプトのもとでは，顧客のニーズや欲求の現状を明らかに

することが，マーケティングシステム構築の起点となる

（Kotler(2000)）． 

ける考え方」「日常生活の満足度」「将来の生

活への不安」「行政への期待と役割意識」につ

いての県民の意識全般を調べるものであった． 

この調査結果を，政策マーケティングで注目

すべきテーマを選び出すために詳細に分析した．

特に，「生活場面における満足度と重要度」に

関する回答を重点的に分析した． 

分析の過程では，重要度と満足度を「ニーズ

度（＝重要度から満足度を引いたもの）」に置

き換えて検討した．例えば，ニーズ度が高いも

のから上位4項目を選別し，「家計の運営と将

来への経済的備え」というテーマにグループ化

した．そのうえで，4 項目間の回答パターンの

相関性などを確認し，政策マーケティングで注

目すべきテーマの一つとして設定した． 

このような分析を通じて，政策マーケティン

グで注目するテーマとして，最終的には9つの

テーマを設定した19． 

                                                  
19 「家計の運営と将来への経済的備え」「交通や各種施設

の利便性」「日常生活の安全・安心」「子育てと子どもの

（５）モニタリングと
フィードバック

（４）活動実践と
役割分担・活動連携

（３）情報共有
の実践

（２）評価システム
の構築

（１）政策ニーズの
分析と可視化

①県民意識調査の

実施

②グループインタ

ビューの実施

③政策目標の設定

④点検項目（候補）

の検討

⑤点検項目（候補）

の重み付け

⑥点検項目の選定

①評価指標（案）の

検討

②評価指標の選定

③現状値の調査

④めざそう値・分担

値の調査

・ 政策に関わる主体

間での現状共有の
促進

・ コミュニケーション

メディアの設計

・ 政策マーケティング

ブックの作成と配布

・ 多様な主体による

活動実践の促進

・ 参入と連携の

システム構築
（ワークショップ、セッション）

・ 他の政策形成

システムとの連携

・ 各主体ごとの

自己評価

・ 全体としての

成果の確認
-評価指標の現状値
の確認

-点検項目の満足度
の測定

５年に１回 毎年実施

図2 政策マーケティングシステムの構築プロセス 
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ビジョン

政策目標
（ゴール）

点検項目

評価指標

達成したいと考える全体的な特徴
「県民がより満足した生活を送れる青森県」

ビジョンを実現するための具体的条件

政策目標を実現するために特に重要な項目
を具体的に探し出したもの

点検項目についての実態を数値で捉えるため
の指標

図3 政策目標の体系 

② グループインタビューの実施 

この9つのテーマについて，県内を6ブロッ

ク20に分け，「グループインタビュー（集団面

接調査）21」を行った． 

具体的には，9つのテーマそれぞれについて，

深くかかわっている県民を6～10人程度招き，

全11回のグループインタビューを行った22． 

その発言録（発言数 643）から，重複発言や

類似発言の統合，抽象的，個人的な発言の削除

をし，137 項目の要点一覧表を作成した．これ

を，政策目標の設定という観点から，9 つのテ

ーマ別に整理統合し，100 項目の要点を抽出し

て政策目標や点検項目を設定する素材とした． 

                                                                         
教育」「高齢者福祉の現状と今後」「若い世代の生活意識

と社会参加」「働き盛りの生活のゆとり」「バランスのと

れた地域づくり」「あおもりのイメージ」の9つ． 
20 東青地域，津軽地域，西北五地域，上十三地域，下北地

域，八戸地域．  
21 グループインタビューとは，少人数の調査対象者に集ま

ってもらい，特定のテーマを中心に自由な意見発表と自由

討議を進め，それを分析して情報を得るという，マーケテ

ィング・リサーチで活用される定性調査の手法である． 
22 地域ごとに，9つのテーマのうち，県民意識調査の分析

において特に地域特性が表れたテーマについてグループイ

ンタビューを実施した． 

③ 政策目標の設定 

続いて，「ビジョン23」と，それを実現する

ための 4 つの「政策目標24」の設定を行った．

これは，定量面の調査である県民意識調査と，

定性面の調査であるグループインタビューを合

わせて分析することで設定した．その際には，

「ビジョン」―「政策目標」―「点検項目25」

―「評価指標26」といったヒエラルキー構造（図

3）を意識しながら整理した． 

まず，「ビジョン」としては，このシステム

構築そもそもの命題から導き出し，「県民がよ

り満足した生活を送れる青森県」と設定した．  

このビジョンを達成するための具体的な要素

                                                  
23 政策マーケティングの全体的な目標を示したもの．  
24 ビジョンを実現するための具体的条件として，「実現され

るべき県民の暮らしの状況」を示したもの．  
25 県民の生活満足を実現するために特に重要な項目を具体

的に探し出した「政策ニーズ」．青森県では，「地域で十分

な保健・医療・福祉サービスが受けられる」など27個抽出

した（図4マトリックス内）．この点検項目は，4つの政策

目標と5つの政策分野を組み合わせてできる20の領域のい

ずれかに配置した． 
26 点検項目の改善度合いを確認するために，点検項目を数

値指標に置き換えたもの．「健康診断の受診率」「保健・医

療・福祉サービスの不満度」など66項目を設定している．

基本的にはアウトカム指標を設定しているが，アウトカム

指標が設定できない場合には，代替的にアウトプット指標

を設定している． 
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である「政策目標」の設定に当たっては，「県

民の生活満足を左右する要因は何か（＝県民意

識調査において高いニーズ度が示される要因は

何か）」の観点から，グループインタビューの

発言を分析した．その結果，4つの「政策目標27」

を設定した． 

また，グループインタビューの時の9つのテ

ーマを 5 つに整理28し，政策目標の実現のため

に重要な「政策分野29」としてとらえた上で，4

つの「政策目標」と組み合わせてマトリックス

表にした（図４）．このマトリックスの中に，

                                                  
27 ①もしやの不安の少ない暮らし，②人や地域とつながり

の深い暮らし，③自分の可能性を試すことのできる暮らし，

④納得できる手間や負担で暮らせる暮らし 
28 Ａ．健康・福祉，Ｂ．成長・学習，Ｃ．仕事・職場，Ｄ．

社会環境，Ｅ．家庭・地域生活 
29 政策目標を実現するために必要な政策の分野を示したも

「点検項目」や「評価指標」を整理し，需要側

（市民が関心あることの軸＝縦軸）と，供給側

（行政等が行っていることの軸＝横軸）の両者

の視点から政策ニーズを確認できるようにした． 

 

④ 点検項目（候補）の検討 

「政策目標」を構成する「点検項目」につい

ては，マトリックス表の上に整理していくこと

を前提に，グループインタビューの発言とその

時の感触を反映して，候補として87個設定した． 

                                                                         
の．「健康・福祉」などの5項目をあげている（図4左側）． 

県民がより満足した
人生を送れる青森県

もしやの不安の少ない暮らし 人や地域とつながりの深い 自分の可能性を試すことのできる 納得できる手間や負担で暮らせ政 策 目 標

暮らし 暮らし る暮らし

○ 地域で十分な保健・医 ○ 豊かな人間関係のなか ○ 未成年者の喫煙、飲酒、薬 ○ 保健・医療・福祉サービス（政策分野）

療・福祉サービスが受け で、孤独を感じることな 物依存がない を受ける際の費用負担が合
られる く暮らせる 理的であるＡ．

健康・福祉

○ 医療の質の低下や医療 ○ 住み慣れた地域社会で、
ミスに対する不安がない 死ぬまで暮らせる

○ 保育所、幼稚園、学校 ○ 家庭、地域と学校が十分 ○ 子どもが楽しく意欲的に学 ○ 経済的困難があっても進学
の建物、通学路などが安 に連携している 習できる ができ、少ない負担で生涯Ｂ．

全である 学習・スポーツを楽しめる成長・学習

○ 能力・適性、興味・関心に
沿った進学や､生涯学習・職点

業訓練の機会がある

○ 生活に必要な収入が得 ○ 個人の暮らしや家庭を尊 ○ 地元で希望する就職、就業検

られ、退職や老後に備え 重する職場環境である ができる
て必要な蓄えができるＣ．

○ 高齢者、女性、障害者が職項 仕事・職場

○ 雇用が安定し、中途退 場で活躍できる
職者、高齢者、女性、障
害者の働く場がある目

○ 災害や緊急時への不安 ○ 高齢者、障害者が気軽に ○ 高齢者、障害者、乳幼児連
が少ない 街に出ることができる れが移動しやすい交通環境Ｄ．

である社 会 環 境

○ 犯罪が少ない ○ 里山や街の緑が豊かに守
られている

○ 離別、死別、家族離散 ○ 家族のふれあいが深い ○ 質の良い住宅を適切な価格
のときにも暮らしが成り で入手できるか、借りるこＥ．

立つ ○ 近隣の関係が密接で、地 とができる家 庭 ・

域づくりが活発なコミュ地 域 生 活

○ 歩行者や車が歩道や道 ニティで暮らせる ○ 家庭・地域生活が省エネル
路を安心して通ることが ギー型で環境にやさしい
できる

図4 点検項目マトリックス 

出典：政策マーケティング委員会「政策マーケティングブック2000(Ver.00)」2000/12
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⑤ 点検項目（候補）の重み付け 

87個の点検項目（候補）から，現時点で注目

すべき，特に重要なものを絞り込むために，県

民へのアンケートを実施した（1223 人を対象．

回収率53.9％）． 

ここでは，2つの調査を行った．1つは，「点

検項目（候補）」それぞれについて5段階で重

要度を聞く調査，2つ目は，4つの「政策目標」

ごとに，その構成する「点検項目（候補）」の

中から重要と思うものを3つ選ぶ調査である． 

この2つの調査から，「点検項目（候補）」

ごとに，「重要度」と「選択率」を導き出した．

「重要度」とは，「点検項目（候補）」の重要

度を5段階で聞いたものを点数化し，平均した

もの（最低1.0点～最大5.0点）．「選択率」

とは，同じ「政策目標」の中から3つ重要と思

うものを選ぶ調査で，その「点検項目（候補）」

を重要と選んだ割合（最大100％）である． 

 

⑥ 点検項目の選定 

⑤の県民へのアンケートの結果，「点検項目」

を27 項目に絞り込んだ（図4）．その方法は，

まず「選択率」に注目し，4 つの政策目標ごと

に，選択率が高いものから順に見ていき，選択

率が半数（50％）を超えるものを選び出した．

さらに，追加的に，選択率では選別されなかっ

たが，特に重要度が高いものを抽出し，新たに

加えるか，他の項目と結合した．また，自由回

答で多く寄せられた意見も点検項目の表現に反

映した．反映が困難な場合は，後の指標の設定

のときに反映させることにした． 

 

こういったステップを経て設定された 27 個の

点検項目が，2000年の段階で，「県民がより満足

した生活を送れる青森県」を実現するために必要

な項目・条件（政策ニーズ）であり，地域の多元

的な政策供給主体が連携して実現を目指すものと

して可視化されたものである． 

 

(2) 「評価システム」の構築 

続いて，この27個の点検項目が実現したのかを

確認するための評価システムを構築した． 

青森県の政策マーケティングで構築している評

価システムは，政策レベルの評価手法である「ベ

ンチマーキング方式30」を応用したものである． 

ベンチマーキング方式とは，米国オレゴン州の

オレゴン・ベンチマーキング（Oregon Progress 

Board(1997)）に代表されるが，住民にとって重要

な政策課題に評価指標を設定し，その数値を測定

して，時系列的に監視することで，地域社会の豊

かさや進歩を政策の成果として評価し，地域の社

会・経済・環境などの状況改善策への示唆を得る

というものである（行政経営フォーラム(1998）)． 

このベンチマーキング方式では，指標の現状値

について，毎年，その変動状況をみることで政策

評価が行われることになる．現状値の変動という

事実について，関連する主体による説明責任と改

善活動を引き出すことで，めざす目標へと前進し

ていくことを想定している． 

ベンチマーキング方式の政策評価は，国内では

大阪府、滋賀県，福井県，東京都など，主に都道

府県レベルで導入されている．これらのベンチマ

ーク指標の多くは，行政の担当部局が作成し，内

容は既定の政策や総合計画を前提としたものが多

く，行政の活動の全体像を分かりやすく示し，そ

れらの活動が政策レベルでどれだけ成果を上げて

いるのかを説明する役割を果たしている． 

青森県では，手法としてはベンチマーキング方

式を利用しているが，その設定方法や活用方法は

他の主要な国内事例とは異なっている．そもそも，

住民が求める政策ニーズが必ずしも県の現行政策

には盛り込まれているとは限らない．そこで，地

域に必要な政策や公共サービスは，多元的な政策

供給主体によって担われている前提のもと，県庁

が扱っている政策や公共サービスの積み上げから

検討する31のではなく，住民の視点を起点に，政

策ニーズに関するマーケティングリサーチからア

                                                  
30 地域コミュニティにとって重要なものをベンチマークと

して設定するものは，より意味を明確にするために「コミ

ュニティ・ベンチマーキング方式」と呼ぶこともある． 
31 こういった発想は，いわば，マーケティングコンセプト

でいう生産志向，製品指向にあたると言える． 



 
NPM における多元的な公共サービス供給システムの構築:青森県「政策マーケティング」の実践 

 9

プローチしているのである． 

こういった住民の政策ニーズの視点から設定さ

れたアウトカム・レベルの指標は，地域全体で達

成すべき共通の目標として位置づけられることと

なり，目標達成をめざした，地域全体での多様な

協働や，多元的な政策や公共サービスの供給を促

進する効果も期待している． 

 

評価システム構築の具体的なステップは以下の

通りである． 

 

① 評価指標（案）の検討 

「点検項目」を「評価指標」に置き換える32た

めに，27個の「点検項目」ごとに，これまでの

定性調査で示された回答表現を洗い出した．そ

の上で，「点検項目」毎に，目標とすべき「生

活場面」を抽出し，生活場面のイメージから，

その状態が実現したかどうかをチェックできる

「評価指標（案）」を検討した33． 

そして，これらの点をまとめ，中間報告書と

して住民に公表した．この報告書は，ワークシ

ートのスタイルをとっており，これまで協力を

得た県民や主要な市民活動団体等に送付し，「生

活場面」や「評価指標（案）」について，委員

会で提案したもの以外にもあるかどうか，解説

を読んで検討してもらい，追加提案を求めた．

また，個々の指標についての妥当性も検討して

もらい，さらに重要と考える評価指標の選別も

依頼した． 

 

② 評価指標の選定 

①のプロセスでは，合計126個の「評価指標

（案）」が集まった．これに中間報告時の回答

                                                  
32 例えば，点検項目「子どもが楽しく意欲的に学習できる」
の場合，①学校が楽しい児童・生徒の割合，②興味がある

児童・生徒の割合，③いじめ問題の解決率，といった評価

指標を設定した． 
33 この「評価指標（案）」を想定する際には，生活実感に

則しているかということ，そしてその項目の実態を如実に

示すものかどうかという点を重視した．そのため，指標が

現存するか，データが測定可能か，といった点は，この段

階ではあえて意識しないこととした． 

（回答数137通）を加味し，生活場面の網羅性

を考え54指標を選別した．さらに各点検項目の

内容や生活場面を再度確認しながら，72の指標

とした． 

なお，この最後の検討プロセスの中で，現実

的には，測定が難しいと思われる指標（計 30

個）は，類似する測定可能なものに置き換えた． 

 

③ 現状値の調査 

主観的な指標や県民の行動に関する指標

（例：「犯罪の危険を感じた人の割合」「隣の

家と挨拶，会話をする人の割合」）については，

アンケート調査を行い，現状値を調査した（計

36問，18歳以上の男女2000人を対象，回収率

36.5％）． 

なお，こうした作業を経ても現状値を把握で

きずに選定を見送った指標（例：「30分以内で

高度医療サービスを受けられる割合」「体験学

習の時間数」など）や，指標の定義がはっきり

できずに削除した指標があり，この段階で評価

指標は66個となった． 

 

評価システムを設計する際には，これまで明ら

かにしてきた政策ニーズに対する「目指したい水

準（めざそう値34）」と「役割分担（分担値35）」の

調査も行い，具体的な活動実践や，役割分担・活

動連携を促進する際の“きっかけ”となるように

工夫した． 

                                                  
34 実際に携わっている実務家の視点から見て，2005年（5

年後）に実現したいと考えている指標値の水準を示すもの．

「目標値」では，こうあるべきだという絶対的な水準が前

提となりがち（例：未成年の喫煙率の目標値は0％）であ

り，実際の目標管理としては機能しにくい．そこで，「5年

後にはこの値を実現したい」という，関係者の願望を示す

ものとして「めざそう値」という呼び方にした． 
35 評価指標の現状値と将来の目指すべき数値のギャップを

埋める活動を誰がどの程度分担すべきかを示すもの．青森

県では，政策の担い手として，「個人・家庭」「ＮＰＯ・市

民団体，コミュニティ・町内会」「企業，農・漁協，労組」

「学校（幼稚園・保育所を含む）」「市町村」「県」「国」「そ

の他」の8つの主体を挙げている．分担値は，この8つの

主体それぞれが担うべき分担の比率を示すものであり，各

評価指標の改善に関わっている実務家に聞く調査結果に基

づいている． 
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④ めざそう値・分担値の調査 

「めざそう値」「分担値」は，評価指標の将来

目標と，その改善を進める実践活動の役割分担

のあり方を示すものである． 

その設定の際には，まず，指標ごとに関連分

野の実務家や有識者のイメージを想定し，その

想定イメージに沿って，県内のさまざまな分野

の実務家と有識者を選び出した36．結果として，

合計208人に，回答者一覧に名前を公表する前

提で「めざそう値」と「分担値」の調査に協力

していただいた． 

2005年をめどに実現したい水準を聞く「めざ

そう値」の調査では，現状値に併せて，可能な

限り，過去からのトレンド，他の自治体の値，

青森県内の地域ごとの差，全国平均値なども記

し，判断の参考となるようにした．最終的には，

すべての回答の中央値を「めざそう値」とした． 

「分担値」は、8 つの主体それぞれの役割の

重さを5段階で聞く調査を行い，その平均値を

算出した． 

 

(3) 情報共有の実践 

分散して活動をする，多元的な政策供給主体を

前提とする以上，その間をつなぐコミュニケーシ

ョンメディアの設計等の情報共有環境の構築が重

要となる． 

青森県では，その一環として，「政策マーケテ

ィングブック」と呼ばれる冊子を，2000年より年

1回発行37し，県内で政策に関わる主体（県庁各部

局，市町村，NPO，各種団体，実践を希望する個人

など）に配布している．この冊子には，県民が求

める政策ニーズの実態と，評価指標の変動による

その達成状況，役割分担，多様な主体によって実

際に行われている実践活動などが掲載されている

                                                  
36 例えば，教育に関する指標の場合，教育の現場やＰＴＡ
に携わっている方，教育関係のＮＰＯで活動する方・研究

者など，この分野についての経験や知識を有する県内の実

務家・有識者の方を選び出した． 
37 政策マーケティングブックは，A4版で約100ページから

なる．2002年度末の時点で，計3冊（2000年度版，2001-2002

年度版，2002-2003年度版）作成し，毎年10000部程度の

発行と配布を行っている． 

（政策マーケティング委員会(2003)）． 

 

(4) 政策ニーズを実現するための活動実践と， 
役割分担・活動連携の仕掛けづくり 

こういった，情報共有の環境を構築した上で，

県内で活動する（もしくは，これから活動する）

組織や団体・個人が県内各地に集まり，政策マー

ケティングブックを題材に「ワークショップ（通

称「政策いちば」）」を開催38し，「めざそう値」

を実現するための行動計画づくりや役割分担の方

法などの検討が推進されている． 

また，点検項目で示されていることに関連して，

実際に活動をしている組織・団体，個人などに，

活動内容を紹介・登録してもらう「エントリーシ

ート（活動アピールシート）」を作成してもらい，

政策マーケティングブックに掲載をしている． 

他には，項目ごとに県庁内の関連する部局が集

まり情報交換をする県庁内のワークショップであ

る「セッション」といった活動も行われている39． 

 

(5) モニタリングとフィードバック 

毎年，評価指標の現状値調査40と，点検項目の

満足度調査41を行い，政策ニーズの実現度合いの

点検を行っている．その変動状況については，政

策マーケティングブックとしてとりまとめ，県内

で政策に関わる主体に配布をしている． 

                                                  
38 2001年度は，11月20日より順次，青森市・弘前市・む

つ市・八戸市において計141名と，地域での問題や解決策

を考える県民ワークショップを開催．2002年度は，5月25

日から順次，県内4カ所で，2001年度の出席者とワークシ

ョップのテーマ・開催場所・参加者についての意見交換を

行うプレワークショップを開催．7 月 5 日から，青森市・

五所川原市・むつ市・八戸市で，計132名と政策づくりや

役割分担のあり方を考える県民ワークショップを開催した． 
39 2001年度は，9月25日より，政策分野ごとに，5回にわ

たり，めざそう値と県の施策・事業との関連などについて，

テーマに関連する部局から職員が集まり，委員を交えて意

見交換を実施．2002年度は，9月11日に県庁職員と委員と

でプレワークショップを開催し，具体的に取り上げるテー

マや出席する関連課を検討，10月9日に，県民ワークショ

ップの結果をふまえて，今後の具体的な役割分担を考える

県庁職員と委員とのワークショップを開催した． 
40 現状値調査は，毎年，県民2000人を対象に行っている． 
41 2001年度より，現状値調査とあわせて，27個の点検項目

それぞれについて，5段階で聞く満足度調査を行っている． 
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３．『NPMにおける多元的な公共サービス 

供給システムを構築する手法』としての 

青森県「政策マーケティング」の有効性 

 

これまでの解説を踏まえて，青森県「政策マー

ケティング」は，『NPM における「多元的な公共

サービス供給システム」を構築する手法』として

機能しているのかという，手法としての有効性を

検証する． 

具体的には，まず，以下の検証を行う（図5）． 

 

検証1.「多元的な公共サービス供給システム」 

の実現42 

検証2.「高い成果の効率的な実現43」 

 

 さらに，検証1，検証2が「現状では実現して

いない」場合，システム運用の時間経過による実

現可能性を検証するために，次の点の検証も行う． 

 

                                                  
42 「政策マーケティングシステム」を構築することで，「多
元的な公共サービス供給システム」は実現しているのか，

についての検証． 
43 「多元的な公共サービス供給システム」の実現によって，

NPMが目指す「高い成果の効率的な実現」は実現している

のか，についての検証． 

 

検証3. システム運用の時間経過によって 

実現すること 

 

そして，こういった検証を踏まえて，2003年度

後半から行うシステム改訂44を念頭に，『NPMにお

ける「多元的な公共サービス供給システム」を構

築する手法』としての有効性をより高めるための

要素や項目を検討する． 

 

3.1 検証1「多元的な公共サービス供給システム」 

の実現 

「多元的な公共サービス供給システム」とは，

多様な公共の担い手によって自律・分散的に公共

サービスが供給され，総体として「高い成果の効

率的な実現」を実現するシステム45である． 

                                                  
44 政策マーケティング委員会の方針としては，めざそう値
の年限として示している2005年の時点までは，手法の精緻

化の追求よりも，NPOや県民などの活動実践や役割分担・

活動連携の拡大に重点を置くこととしている．その改定の

検討作業は，2003年度後半より行う予定である． 
45 詳細な解説は1.2参照． 

政策マーケティング
システムの構築

多元的な
公共サービス供給
システムの実現

高い成果の
効率的な実現

検証1 検証2

手法の適用
（インプット）

システムの実現
（アウトプット）

成果の実現
（アウトカム）

実現しているか 実現しているか

検証3
「システム運用の時間経過」によって実現すること

図5 政策マーケティングシステムの手法としての有効性の検証 
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政策マーケティングでは，5つのステップ（図2）

で，そのシステム構築を目指してきた．この5つ

のステップは，大別すると，以下の２つの“サブ

システム”を構築するものであったといえる． 

(1) 多元的な政策供給主体が共通で利用する 

「情報提供システム」の構築46 

(2) 多元的な政策供給主体による「活動の実践

と連携を生み出すシステム」の構築47 

ここでは，この２つのサブシステムの構築が成

功しているのかを検証し，それにより，想定する

「多元的な公共サービス供給システム」が実現し

ているのかについて検証をする． 

 

(1) 多元的な政策供給主体が共通で利用する 

「情報提供システム」の構築 

「情報提供システム」の構築に関わる実践内容

としては，以下のことが行われていた． 

・2000年の段階での県民の「政策ニーズ（政策

目標5個，点検項目27個）」と，実務家が考

える，その改善のための「役割分担（分担値）」

を把握した． 

・政策ニーズに対する「評価指標（66個）」と，

実務家が考える 2005 年の段階の「めざそう

値」を設定した．そして，毎年，現状値を測

定し，その変動をモニタリングすることによ

る政策評価を実施してきた． 

・政策ニーズ，めざそう値，分担値，現状値等

の情報をまとめた「政策マーケティングブッ

ク」を年1回，計3冊作成した（2000年度版，

2001-2002年度版，2002-2003年度版）． 

・県内の団体等に「エントリーシート（活動ア

ピールシート）」を配布し，点検項目の実現に

関連する実践活動の情報を収集し，政策マー

ケティングブック（2001-2002 年度版，

2002-2003年度版）に掲載した． 

・政策マーケティングブックを，県内で政策に

関わる主体（県庁各部局，市町村，NPO，各種

                                                  
46 図2のステップのうち，(1)政策ニーズの分析と可視化，

(2)評価システムの構築，(3)情報共有の実践，(5)モニタリ

ングとフィードバック，をさす． 
47 図2のうち，(4)活動実践と役割分担・活動連携，をさす． 

団体，実践を希望する個人など）に配布48し，

政策供給主体間での情報共有環境を整備した． 

このように，政策ニーズの分析や可視化，評価

システムの構築，政策マーケティングブックの配

布による情報共有や情報のフィードバックの実践

などが行われていた．このことにより，県内で政

策に関わる主体が，青森の現状についての共通の

情報を得ることができるようになっており，多元

的な政策供給主体が共通で利用する「情報提供シ

ステム」の構築は実現している． 

なお，青森県「政策マーケティング」で構築し

た「情報提供システム」については，多様な主体

による役割分担を前提とした地域づくりや公共サ

ービス供給を目指す自治体において，その手法が

採用されており，一定の評価を得ている49  

 

(2) 多元的な政策供給主体による 

「活動の実践と連携を生み出すシステム」の構築 

(1)で構築した「情報提供システム」を土台に，

多元的な政策供給主体による「活動の実践と連携

を生み出すシステム」の構築として，以下の実践

が行われていた． 

・県内の政策形成に関わる場（各種，会議，委

員会，審議会，イベントなど）において，政

策マーケティングブックを用いて，現状の解

説を行い，政策ニーズの現状共有を行った． 

・県内各地で，活動の実践や連携を促進するた

めの「ワークショップ」を開催した（2001年

                                                  
48 毎年10000部程度の配布を行っている．また，インター

ネット上では青森県のホームページよりリンクが張られて

おり，誰でも閲覧できるようになっている

（http://www.pref.aomori.jp/koutyou/marketing/）． 
49 例えば，愛知県東海市では，青森県「政策マーケティン

グシステム」をそのまま参考に，ニーズの可視化や，その

評価システム構築，分担値の設定などを行うシステム構築

を進め，市民の役割分担に基づいた住民参画システムづく

りを進めている．また，東京都足立区では，五反野小学校

において，文部科学省の「新しいタイプの学校運営に関す

る実践研究校（通称：コミュニティスクール実験校）」の指

定や，足立区が区内の全小中学校において推進する「開か

れた学校づくり」の実践に関連して，地域や保護者等との

役割分担や地域ニーズに立脚した学校運営を行うためのシ

ステム構築を行うため，青森県「政策マーケティング」の

手法を応用している． 
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度と2002年度で，のべ273名参加）． 

・県庁職員との「セッション」を開催した（2001

年度に5回実施，2002年度に2回実施50）． 

多元的な政策供給主体による「活動の実践や連

携を生み出すシステム」の構築は，ワークショッ

プやセッションの実践を通じて推進されてきた．

その結果として，県民個人や組織・団体単位で，

政策マーケティングブックを使った活動プランづ

くりや，他の主体への活動協力の呼びかけなども

実践され始め51，また，点検項目の実現へ向けた

活動も実践され始めている52． 

このように，多元的な政策供給主体による「活

動の実践や連携を生み出すシステム」は，実際に

適用され，それによる活動実践や連携の萌芽も見

られる．だが，ワークショップやセッションの実

践は2001年度から始まった53ものであり，2002年

度末の段階では，試行的な実践を繰り返しながら，

効果的なシステムを検討しているという状況でも

ある． 

こういった，試行的な実践を繰り返してきた 2

年間の状況のみでは，適用した手法が「多元的な

公共サービス供給システム」の構築手法として有

効であった，と断定することは難しい．今後の継

続的なシステム運用によって，その有効性を高め

るように設計されているのかを検証する必要があ

る．この点については，検証3で扱うこととする． 

 

                                                  
50 セッションの実効性を向上させる観点から，2001年度と

2002年度とでは実施方法を変更したため，回数は減少して

いる． 
51 例えば，車いすの障害者支援をしているグループが，政

策マーケティングブックを用いることで，自らの活動意義

を明確に説明できるようになり，他の団体や組織に協力や

支援を呼びかけることなども行われている． 
52 2002-2003年度版のマーケティングブックには，その活

動紹介として，エントリーシート（活動アピールシート）

が11件，掲載されている． 
53 2000年度版のマーケティングブックは2000年末に発行
されたものであり，それを利用したワークショップやセッ

ションは，2001年度から開催されている． 

3.2 検証2「高い成果の効率的な実現」 

次に，NPMが目指す「高い成果の効率的な実現」

が出来ているのかについて検証をする． 

ここでいう「成果」とは，「政策ニーズ（点検項

目）」と言い換えることが出来る． 

その「点検項目」の実現状況としては，まず，

その満足度の推移54を見ると，点検項目 27 個中，

2001 年の値と2002 年の値の差が，満足度の値が

0.1 以上改善しているものが5個，ほとんど変わ

らないものが15個，逆に0.1以上悪化したものが

7個となっている．また，点検項目の満足度が「泣

き顔55」のもの，すなわち，平均が2.0点前後（＝

不満（1点），やや不満（2点）が多い）ものは，

2001年度は4個，2002年度は5個となっている（政

策マーケティング委員会（2003））． 

また，点検項目の実現を確認するために設定し

た「評価指標」については，66個の評価指標のう

ち，その現状値が，2000年度の調査から継続して

悪化している（＝めざそう値とは逆の方向に向か

っている）ものは11個ある（政策マーケティング

委員会（2003））． 

こういった数値を見る限り，2002年度末の時点

では，実際に「政策ニーズ（点検項目）」という成

果を効率的に達成することが，必ずしも実現して

いるとは言えない．検証3では，今後のシステム

運用の時間経過によって，政策ニーズの実現とい

う成果を効率的に実現することが期待できるかを

検証する． 

 

3.3 検証3「システム運用の時間経過」によって 

実現すること 

検証1，2では，システム運用開始2年目の時点

では，必ずしも「実現している」とは言えない面

もあった．一方，システム設計面ではすでに実装

されているが，システム運用の時間経過が必要で

                                                  
54 2001年度より，評価指標の現状値調査とあわせて，27

個の点検項目それぞれについて，5段階（5点満点）で聞く

満足度調査を県民2000人を対象に行っている． 
55 政策マーケティングブックでは，実態を容易に把握でき

るように，「笑顔（3.5点前後）」「普通顔（3.0点前後）」「不

満顔（2.5点前後）」「泣き顔（2.0点前後）」というアイコ

ン表現を使っている． 
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あるために，まだ利用していない機能も存在する． 

そこで，検証3では，こういった，今後の「シ

ステム運用の時間経過」によって実現する機能を

確認する．そして，今後の運用によって実現する

機能も含めて，青森県「政策マーケティング」は，

『NPM における「多元的な公共サービス供給シス

テム」を構築する手法』として機能するのかとい

う，手法としての有効性を検証する． 

 

2002年度末の時点で，設計はされているが，時

間経過が必要なため，まだ利用していない機能と

して，「ベンチマーキング方式」の機能がある． 

青森県「政策マーケティング」で利用している

「ベンチマーキング方式」は，継続的に現状値を

測定することによって，「現状値が変化していない，

悪化している」という事実を示し，多元的な政策

供給主体による自律・分散的な改善や，活動実践

と役割分担・活動連携を促すことを想定したもの

である．つまり，ベンチマーキング方式がその機

能を発揮するには，現状値の継続的な測定が必要

であり，数年の時間経過を要するという特性を持

っているのである． 

青森県では，点検項目については2回（2001年，

2002年），評価指標については3回（2000年，2001

年，2002 年）の現状値調査を行った．その結果，

検証2において指摘したとおり，いくつかの点検

項目や評価指標について，「現状値が変化していな

い，悪化している」という事実を示せる状況とな

っている． 

こういった事実は，2002-2003 年度版の政策マ

ーケティングブックにおいて，初めて掲載できる

ようになったことである．この事実を踏まえて，

2003 年度以降のワークショップやセッションで

は，改善していない項目や，悪化している項目に

ついて，より踏み込んだ，具体的な内容での検討

が出来るようになったのである56． 

すなわち，経年の測定という時間経過を経て，

ベンチマーキング方式が機能することになり，ワ

                                                  
56 例えば，2003年度のセッションでは，現状値が悪化した
点検項目について取り上げる計画である． 

ークショップやセッションでの検討内容はより具

体性を増し，これまで以上に，多元的な政策供給

主体による「活動の実践と連携を生み出すシステ

ム」として機能することが想定される57．それは，

「多元的な公共サービス供給システム」の実現へ

と前進することを意味しており，「政策マーケティ

ングシステム」の手法としての有効性を高めるこ

ととなる． 

また，ベンチマーキング方式が機能するように

なるということは，「現状値の改善」という成果

を求めることや，改善しないもの・悪化している

ものへの「選択と集中」を求めることを意味して

おり，「高い成果の効率的な実現」を促すことに

も繋がる58． 

 

このように，青森県「政策マーケティング」で

は，今後のシステム運用の時間経過により，ベン

チマーキング方式の機能を発揮させることが想定

されている．すでに実装・運用されている機能に

加えて，こういった，今後の時間経過を経て現れ

る機能・成果を想定すると，青森県「政策マーケ

ティング」は，NPM における「多元的な公共サー

ビス供給システム」を構築する手法としての有効

性を有するといえるであろう． 

 

3.4 システム改訂による有効性の向上の可能性 

最後に，2003年度後半から行うシステム改訂を

念頭に，「政策マーケティングシステム」の有効性

を高めるための要素や項目を検討する．具体的に

は，政策マーケティングシステムを構成する2つ

の“サブシステム”それぞれについて，より機能

させるために想定されることを検討する． 

 

(1) 多元的な政策供給主体が共通で利用する 

「情報提供システム」の改訂 

「情報提供システム」に関する改訂としては，

各主体がそれぞれもつ「政策形成システム」との

                                                  
57 このことは，検証1において，今後の継続的な運用にお
いて検証が必要であるとされたことを補足することになる． 
58 このことは，検証2を補足することを意味する． 



 
NPM における多元的な公共サービス供給システムの構築:青森県「政策マーケティング」の実践 
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連携性を高めるための改訂がありうる． 

各主体は，それぞれ固有の意志決定構造を持ち，

何らかの政策形成システムを有している59． 

そういった各主体の「政策形成システム」と，

地域全体の「政策マーケティングシステム」との

連携を促進させるよう「情報提供システム」の改

訂を行うことにより，多元的な政策供給主体によ

る「活動の実践と連携」をこれまで以上に促進さ

せることが期待できる60． 

その方法の１つとして，政策マーケティングで

提供されている「地域全体の評価指標」と，各主

体が利用する「各組織の業績指標」との連携を行

うことがある． 

政策マーケティングでは，県庁や NPO・市民団

体などの政策供給主体が扱っている「現状の施

策・事業」の分析からではなく，県民の視点から

政策ニーズを抽出し，評価指標を設定した． 

このことにより，現状の施策・事業には反映さ

れているとは限らない政策ニーズもカバーでき，

さらに，多元的な政策供給主体が共通で使える「情

報提供システム」となる，といった利点が得られ

ている．その一方で，現状の施策・事業を前提に

しない以上，各主体からみれば，扱っている施策・

事業との対応関係が希薄となりがちである． 

地域全体の視点から設定された「評価指標」と，

各主体が成果志向の内部マネジメントを行うため

に設定する「業績指標」とが，相互に連携するよ

                                                  
59 主たる政策供給主体である行政の場合は，予算編成プロ

セスや計画策定プロセスにおいて，具体的な政策形成が行

われている． 
60 すでに，青森県庁では，予算編成プロセスや事務事業評

価システム等で，政策マーケティングによって提供される

情報の活用が始まっているが，システム間の相乗効果をよ

り引き出せるように，何らかの具体的な制度を設計するこ

とも必要である（なお，青森県の方式を参考にシステム構

築を進めている愛知県東海市では，38個の生活課題（青森

の点検項目に相当）と，99個のまちづくり指標（青森の評

価指標に相当）を参考に，市役所の計画としての総合計画

の改定が進められており，より実効性を高めるためのシス

テム設計が進んでおり，参考になる）．また，2003年4月

の県議会議員選挙の際には，県議に立候補した候補者全員

に政策マーケティングブックを配布するなど，議会との連

携の方向も模索されている．2003年6月の県知事選では，

ベンチマークの値を一種のマニュフェストとして利用する

候補なども現れてきている． 

うにシステムを構築することは，NPMがめざす「高

い成果の効率的な実現」へと前進するシステムと

して，「政策マーケティングシステム」の実効性

を高めることが期待できる． 

 

(2) 多元的な政策供給主体による 

「活動の実践と連携を生み出すシステム」の改訂 

青森県では，この「政策マーケティング」以外

にも，実験的な，多元的な政策供給主体による「活

動の実践と連携を生み出すシステム」が構築され

ている． 

その1つに「青い森ファンド」というボランテ

ィア基金がある．これは，ボランティア活動を始

めとする，県民による様々な社会貢献活動の実践

等に助成をするというものであり，2002年に公益

信託制度を利用して結成されている．規模として

は，年間助成額1500万円用意されており，実際に

ボランティア活動などを始めたい人を支援してい

る．青森県では，こういったファンドを用意する

ことで，県民の行動誘発を仕掛けているのである． 

こういった他のシステムとの連携性を向上させ

るようにシステム改訂を行うことによって，多元

的な政策供給主体による「活動の実践と連携を生

み出すシステム」としての有効性をより高めるこ

とが期待できる61． 

 

また，多元的な政策供給主体による「活動の実

践と連携を生み出すシステム」の構築に関しては，

「ネットワーク設計」の観点を検討することも必

要となる． 

多元的な主体を前提とした場合，住民に成果を

提供する「価値連鎖（Value Chain）62」は，一元

的な政府部門が起点となる「階層的かつ線形的な

連鎖構造」とは異なり，多元的な主体による「自

律・分散的かつ相互依存的なネットワーク構造」

                                                  
61 すでに，青い森ファンドからの助成を受けている方や，

これから応募しようという方などが，政策マーケティング

のワークショップに参加し，具体的な活動を検討すること

なども始まりつつあり，その方向性は示されている． 
62 製品の開発・製造から販売，アフターフォローまで，製
品が価値を高めていく一連のプロセスをさす経営用語． 
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となる63． 

こういったネットワーク構造においては，各主

体同士がどのように接続され，どういう機能を果

たすのかという「ネットワークトポロジ」を検討

することが必要であり，その設計を工夫すること

で，効率的かつ効果的に機能するネットワークを

構築することができる． 

だが，「政策マーケティングシステム」の現状で

は，各主体のつながり方や果たす役割は，各主体

の自発性に期待するものとなっており，「ネットワ

ークトポロジ」の設計はなされていない． 

また，現在の「政策マーケティングシステム」

では，「分担値」を示すことで，役割分担が存在す

ることは示している．しかし，この値は，「役割分

担の存在」と「役割の大きさ」を示すのみである．

実際には，実践をする立場，支援をする立場，情

報を伝える立場など，各主体が具体的に「果たす

役割」が想定される． 

今後のシステム改訂においては，単に「役割分

担」や「役割の大きさ」を示すだけではなく，そ

れぞれの主体が具体的にどういった役割を担うの

かについて検討をすることで，各主体がネットワ

ークにどのように接続され， どういった役割を

果たすのかを明らかにしていくことが想定される． 

こういった機能的なネットワーク設計について

検討することにより，NPM がめざす「高い成果の

効率的な実現」へと前進するシステムとしての実

効性を高めることが期待できる． 
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